
売買代金の決済日。
受渡日2

今回の報告書となる期間。
報告対象期間1

お取引については、適用される
基準価額が決定し、注文が
成立した日。分配金については
決算日。

約定日3

お取引ごとに以下のとおり
表示。
●｢購入｣：買　●｢解約｣：売
●｢分配金受取｣：収益分配
●｢分配金再取得｣：再投資

区分4

お取引状況に応じて、以下の
とおり表示。
●「NISA（成長投資枠）」取引：
　NISA預り（成長投資枠）
●「NISA（つみたて投資枠）」取引：
　NISA預り(つみたて投資枠）
●「2023年までのNISA・つみ
　たてNISA・ジュニアNISA」
　取引：NISA預り
●｢特定口座｣取引:特定預り
●｢一般口座｣取引:空欄

備考5

お預りごとに以下のとおり表示。
●｢NISA口座•ジュニアNISA口座｣:NISA(○○○○年)※
●｢つみたてNISA口座｣:つみたてNISA(○○○○年)※
●｢特定口座｣取引:特定預り
●｢一般口座｣取引:空欄
※｢○○○○年｣には非課税(NISA•つみたてNISA•
　ジュニアNISA)枠の適用年を表示しています。　
なお、2024年以降が適用年の場合、備考欄に成長投資枠・
つみたて投資枠の区分が表示されます。

預り区分1
報告書作成日時点の評価額。
「数量×基準価額※÷10,000」
※2019年4月以前の報告書では
　解約価額で計算していました。

評価額3
報告書作成日時点で
受渡日が到来している
ファンドの口数。

数量2

　限度額のうち、すでに利用された
金額を表示。

ご利用額7
6

限度額6

取得に要した単価。手数料および消費税は含みません。
複数回購入された場合や｢元本払戻金(特別分配金)｣が
支払われた場合には、個別元本が見直されます。

個別元本5

「 手 数 料を含 む取 得 価 額÷数 量×
10,000」
解約時の譲渡損益の税金計算の基準と
なる単価。
※分配金の再投資分を含みます。

取得単価4

取引残高報告書の見方

１ お取引の明細と預り金の残高明細

取引残高報告書とは・・・

対象期間内に発生したお取引（受渡日基準）を表示します。

２ お預り証券等の残高明細
報告書作成日(受渡日基準)時点のファンド別の数量、個別元本、基準価額、評価額等を表示します。

〈受渡日がX月X日以降のお取引明細イメージ〉

報告書作成日時点で、受渡日が未到来のファンド
明細は、｢ 受渡日がX月X日以降のお取引明細 ｣
として、別途表示します。

※対象となるお取引がない場合は表示しません。

＊イメージであり、実際の表示とは異なる場合があります。
＊イメージであり、実際の表示とは異なる場合があります。
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●対象期間中の購入・換金・分配金の再投資等のお取引の明細や、ゆうちょ銀行がお預りしているお客さまの
　投資信託の残高などをご確認いただくためのものです。
●この報告書は、3か月ごとにまとめてご報告します。
　対象期間中にお取引がなかった場合は作成しませんが、お預り残高があるお客さまへは、その残高をご確認
　いただくため、年1回必ず作成し、お客さまへ、送付します。

報告書作成日の属する年の非課税
(NISA•つみたてNISA•ジュニア
NISA（継続管理勘定を含む））限度額。
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計算日…約定日（適用される基準価額が決定し、注文が成立した日）
受渡日…受渡日（売買代金の決済日）

計算日/受渡日1

報告書作成日時点で受渡日が到来しているファンドの金額。
評価額1

投資金額2

受取分配金累計3

一部売却受取金の累計額。
売却金累計4

｢受取分配金累計+売却償還金累計－投資金額｣
運用損益7

｢評価額－投資金額+受取分配金累計
+売却金累計｣

運用損益5

売却金•償還受取金の累計額。
売却償還金累計6

年初または口座開設日から前回の
解約等取引までの累計損益額。

前回までの累計損益2

年初または口座開設日から今回の
解約等取引までの累計損益額。

今回までの累計損益3 源泉徴収対象額（「　今回までの累計損益」－「　前回までの累計損益」）。
ただし、次の場合は、源泉徴収の対象がないため、「0」を表示。
●「前回までの累計損益」＜「今回までの累計損益」、
　かつ「今回までの累計損益」がマイナスの場合
●「前回までの累計損益」＞「今回までの累計損益」の場合

源泉徴収対象額4
3 2

源泉徴収額（所得税）5

源泉徴収額（地方税）6

投資信託の場合、「投信」を
表示。

商品7

注文の種別（「解約」、「買取」
または「償還」）を表示。

種別8

ファンド名称（ファンドコード）
銘柄名（銘柄コード）9

投資信託の場合、解約等取引の「口数」を表示。

額面金額（国債）
数量（投信）

10

譲渡価額11

10

取得に要した価額（購入時の販売手数料および当該販売手数料にかかる
消費税等相当額を含む）。
※解約、買取、償還時の譲渡損益に対する課税上の基準となります。　　
　(実際の取得の際にお支払いいただいた金額とは、若干異なる場合があります)

取得価額12

解約等取引の損益額（「　譲渡価額」－「　取得価額」）を表示。
損益13

11 12

還付金額（解約等取引で譲渡損が
発生し、すでに年初から源泉徴収された
所得税・地方税から還付がある場合）を
表示。

還付金14

特定口座源泉徴収（還付）明細書

口 座 記 号 番 号

前回までの累計損益

商品 種　　別

還　　付　　金　　額
所　　得　　税 地　　方　　税

銘　　　　　　柄　　　　　　名
（　銘　柄　コ　ー　ド　）

額面金額（国債）
数 量 （ 投 信 ）

譲　渡　価　額
取　得　価　額 損　　益

今回までの累計損益 源 泉 徴 収 対 象 額 源泉徴収額（所得税）源泉徴収額（地方税）

平素は、格別のお引立を賜り厚くお礼申し上げます。
お客さまの特定口座におけるお取引の明細をご報告申し上げますので、ご確認願います。
なお、ご不明な点がございましたらお手数ですが、下部お問合せ先まで直接ご連絡ください。

（ご注意）上記は特定口座での損益にかかる明細のみを記載しております。還付金

作成日

計算日
受渡日

投信 解約
ゆうちょ投信ファンド

以下余白

1 0 0 1 0 - 1 0 0 1 0 0 0 1

1 0 , 0 0 0

0 0

1 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 3 0 6 1 0 0

令和　1年11月29日
令和　1年12月 6日

令和　1年12月 2日

（00000201） 100,000
100,000
98,000 2,000

3 トータルリターン

対象期間中に全部が売却された、または償還されたファンドについて、投資期間全体での損益の金額等を
表示します。なお、対象となるファンドがない場合には、｢運用損益情報はございません｡｣と表示します。

保有残高に対する
運用損益

確定した損益

＊イメージであり、実際の表示とは異なる場合があります。

＊イメージであり、実際の表示とは異なる場合があります。

特定口座源泉徴収（還付）明細書の見方

特定口座（源泉徴収あり）をご利用のお客さまから投資信託の解約・スイッチング等のご注文をいただいた
際に、そのご注文にかかる源泉徴収額または還付金額等をゆうちょ銀行からご報告するものです。

特定口座源泉徴収（還付）明細書とは・・・
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報告書作成日(受渡日基準)時点のファンドについて、これまでにお受け取りいただいた分配金を含めた、
投資期間全体での損益の金額等を表示します。
※同一ファンドを｢特定口座｣と｢NISA口座｣で保有されている等、同一ファンドにおいて複数の預り区分を保有されて
　いる場合は、ファンドごとに合算された金額等を表示します(一部該当しない場合があります)。

購入に係る投資金額の累計（手数料・消費税を含みます）。

税引き後の受取分配金の累計額（分配金再投資分を含みません）。

源泉徴収される所得
税額(「　源泉徴収対
象額」×所得税率)。

4

源泉徴収される地方
税額(「　源泉徴収対
象額」×地方税率)。

4

解約等取引の譲渡価額。
（「解約（買取）時等の基準価額（※）」×「　数量（投信）」）
※解約（買取）時等に信託財産留保額が必要なファンドに
　ついては、その費用を差し引いた金額

2221


